
平成二年郵政省告示第二百四十五号の一部を改正する件

制定：令和 2年 4月24日総務省告示第153号

平成二年郵政省告示第二百四十五号の一部を改正する件

令和 2年 4月24日総務省告示第153号

電波法施行規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号）第三十四条の七第三項の規

定を実施するため、平成二年郵政省告示第二百四十五号（主任無線従事者の講習の期間の特

例を定める件）の一部を次のように改正する。

令和二年四月二十四日 総務大臣 高市 早苗

次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定

」という。）は、これを加える。

改 正 後 改 正 前

［一～三 略］ ［一～三 同上］

四 新型インフルエンザ等対策特別措置法（

平成二十四年法律第三十一号）第十八条第一

項の規定により定められた基本的対処方針を

踏まえ、法第三十九条第七項の規定により主

任無線従事者に講習を受けさせなければなら

ない期間（第一項及び第二項により定められ

た期間を含む。）については、次のとおりと

する。

［新設］

１ 令和元年十一月から令和二年六月まで

に選任された主任無線従事者に係る施行規則

第三十四条の七第一項の適用については、同

項中「六箇月以内」とあるのは、「令和二年

十二月三十一日まで」とする。

２ 平成二十七年五月から同年八月までに

実施された講習を受けた主任無線従事者に係

る施行規則第三十四条の七第二項の

適用については、同項中「五年以内」と

あるのは、「令和二年十二月三十一日まで」

とする。

３ 第一項の適用については、同項中「三

箇月以内」とあるのは、「令和二年十二月三

十一日まで」とする。

４ 平成二十七年五月から同年八月までに

実施された講習を受けた主任無線従事者に係

© 2020 Westlaw Japan K.K., all rights reserved 1



る第二項において読み替えて適用される施行

規則第三十四条の七第一項の適用については

、同項中「直近の講習を受けた日から五年以

内」とあるのは、「平成二十七年五月から同

年八月までに実施された講習を受けた日から

令和二年十二月三十一日まで」とする。

備考 表中の［ ］の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍

線は注記である。

*******
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